
令和８年１月26日

令和８年 第２回 南区選挙管理委員会 

議  題

１ 議 案 

議案第11号 選挙人名簿から抹消する者について 

議案第12号 選挙人名簿に登録する者について 

議案第13号 在外選挙人名簿に登録する者について 

議案第14号 在外選挙人名簿への登録の移転をする者について 

議案第15号  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投 

票所の指定及び設置期間について

議案第16号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査において在外選挙 

人名簿に登録された者が投票を行う期日前投票所の指定について

議案第17号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票所の 

指定について 

議案第18号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投 

票所を開く時刻及び閉じる時刻の変更について 

議案第19号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票の場 

所及び日時について 

議案第20号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票立会 

人を定めるくじを行う場所及び日時について 

議案第21号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票立会 

人を定めるくじの方法について 

議案第22号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投 

票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

次頁へ続く 



議案第23号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票管理 

者及びその職務代理者の選任について 

   議案第24号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票管理 

者及びその職務代理者の選任について 

   議案第25号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投 

票所の投票立会人の選任について 

   議案第26号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票立会 

人の選任について 

 ２ その他 

   今後の委員会開催予定日時について 

・令和８年 １月 27日（火）午後 ６時 00分～ 

   ・令和８年 ２月 ５日（木）午後 ６時 00分～ 

   ・令和８年 ２月 ８日（日）午前 10 時 00分～ 



 

議案第 11号 

 

選挙人名簿から抹消する者について 

 

 選挙人名簿から次の者を抹消する。 

 

  令和８年１月26日 

 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長  濵 田  一 雄 

  

 

１ 死亡により抹消する者の数 

434人 

 

２  市外へ転出後４箇月を経過したことにより抹消する者の数 

914人 

 

３ 抹消する者の氏名等 

別紙のとおり 

 

４ 抹消年月日 

  令和８年１月26日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

 ・議決及び告示  公職選挙法第28条の規定による。 
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議案第 12号 

 

   選挙人名簿に登録する者について 

 

 令和８年１月 26 日現在において選挙人名簿に登録される資格を有する者を、次のとおり

選挙人名簿に登録する。 

 

  令和８年１月 26日 

 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長   濵 田  一 雄 

 

１ 登録する者の数      

   1,318人 

 

２ 登録する者の氏名等  

別紙のとおり 

 

３ 登録年月日 

    令和８年１月 26日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第22条第１項の規定による。 
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議案第 13号 

 

   在外選挙人名簿に登録する者について 

 

 在外選挙人名簿に登録される資格を有する者を、次のとおり在外選挙人名簿に登録 

する。 

 

令和８年１月26日 

 

                                                      福岡市南区選挙管理委員会 

                                                   委員長  濵 田 一 雄 

 

１ 登録する者の数      

   ２人 

 

２ 登録する者の氏名等   

別紙のとおり 

 

３ 登録年月日 

    令和８年１月26日 

 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

 ・議決  公職選挙法第 30条の６第１項の規定による。 
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議案第 14号 

 

在外選挙人名簿への登録の移転をする者について 

 

在外選挙人名簿への登録の移転をされる資格を有する者を、次のとおり選挙人名簿から抹

消すると同時に在外選挙人名簿に登録する。 

 

令和８年１月26日 

 

福岡市南区選挙管理委員会 

                                                  委員長  濵 田 一 雄 

 

１ 選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿に登録する者の数 

   ２人 

 

２ 選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿に登録する者の氏名等 

   別紙のとおり 

 

３ 選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿に登録する年月日 

   令和８年１月26日 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第 30条の６第２項の規定による。 
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南区

投票区

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

１ 大楠西 2,567 3,418 5,985 6 2 8 18 15 33 0 0 0 24 17 41 21 27 48 27 35 62 36 30 66 2,573 3,423 5,996

２ 大楠東 2,068 2,376 4,444 5 1 6 18 16 34 0 0 0 23 17 40 14 19 33 13 25 38 14 20 34 2,060 2,373 4,433

３ 西高宮 3,079 3,681 6,760 3 8 11 15 6 21 0 1 1 18 15 33 17 24 41 13 22 35 16 22 38 3,081 3,690 6,771

４ 長丘 3,875 4,734 8,609 5 4 9 10 2 12 0 0 0 15 6 21 22 26 48 27 25 52 36 22 58 3,891 4,751 8,642

５ 長住 3,113 3,992 7,105 9 12 21 11 12 23 0 0 0 20 24 44 19 14 33 7 10 17 13 17 30 3,118 3,989 7,107

６ 西長住 1,461 1,780 3,241 0 5 5 1 3 4 0 0 0 1 8 9 6 3 9 10 6 16 5 5 10 1,461 1,774 3,235

７ 西花畑 2,833 3,266 6,099 3 3 6 6 8 14 0 0 0 9 11 20 11 5 16 15 21 36 14 16 30 2,834 3,255 6,089

８ 皿山 1,879 2,258 4,137 5 6 11 4 2 6 0 0 0 9 8 17 11 7 18 14 19 33 7 9 16 1,874 2,247 4,121

９ 花畑第一 2,959 3,409 6,368 3 3 6 8 6 14 0 0 0 11 9 20 7 12 19 13 16 29 11 12 23 2,953 3,408 6,361

10 花畑第二 1,723 1,975 3,698 3 4 7 1 3 4 0 0 0 4 7 11 12 14 26 11 8 19 7 7 14 1,727 1,981 3,708

11 柏原 3,471 3,939 7,410 8 7 15 17 4 21 0 0 0 25 11 36 19 24 43 18 22 40 15 12 27 3,462 3,942 7,404

12 東花畑 2,257 2,671 4,928 3 8 11 7 9 16 0 0 0 10 17 27 14 15 29 10 15 25 8 11 19 2,259 2,665 4,924

13 野多目 4,269 5,134 9,403 9 15 24 12 9 21 0 0 0 21 24 45 22 21 43 16 19 35 21 18 39 4,275 5,130 9,405

14 三宅第一 3,468 3,966 7,434 8 6 14 7 10 17 0 0 0 15 16 31 19 16 35 19 23 42 12 19 31 3,465 3,962 7,427

15 三宅第二 3,753 4,816 8,569 1 2 3 13 12 25 0 0 0 14 14 28 21 33 54 33 37 70 25 23 48 3,752 4,821 8,573

16 筑紫丘第一 2,553 3,022 5,575 4 6 10 9 7 16 0 0 0 13 13 26 12 12 24 14 21 35 20 17 37 2,558 3,017 5,575

17 筑紫丘第二 1,204 1,386 2,590 2 1 3 2 1 3 0 0 0 4 2 6 3 4 7 5 4 9 8 6 14 1,206 1,390 2,596

18 東若久 2,921 3,342 6,263 4 10 14 2 4 6 0 0 0 6 14 20 20 19 39 10 13 23 22 14 36 2,947 3,348 6,295

19 若久 3,611 4,476 8,087 8 6 14 8 16 24 0 1 1 16 23 39 20 22 42 36 33 69 28 24 52 3,607 4,466 8,073

20 玉川第一 3,851 5,179 9,030 6 8 14 19 27 46 0 0 0 25 35 60 29 38 67 37 42 79 39 25 64 3,857 5,165 9,022

21 玉川第二 1,867 2,366 4,233 4 3 7 13 10 23 0 0 0 17 13 30 9 20 29 20 24 44 21 20 41 1,860 2,369 4,229 0 2 2 0 2 2 0 0 0 53 101 154

22 玉川第三 3,258 3,625 6,883 5 3 8 24 20 44 0 0 0 29 23 52 29 30 59 22 15 37 30 20 50 3,266 3,637 6,903

23 塩原 3,411 4,091 7,502 5 6 11 16 29 45 0 0 0 21 35 56 19 20 39 22 23 45 30 24 54 3,417 4,077 7,494

24 宮竹第一 3,569 3,799 7,368 4 10 14 29 28 57 0 0 0 33 38 71 30 32 62 29 30 59 30 24 54 3,567 3,787 7,354

25 宮竹第二 2,071 2,122 4,193 1 0 1 15 8 23 0 0 0 16 8 24 18 21 39 8 17 25 18 14 32 2,083 2,132 4,215

26 高木 1,969 2,127 4,096 7 7 14 18 10 28 0 0 0 25 17 42 18 19 37 13 15 28 23 21 44 1,972 2,135 4,107

27 井尻第一 1,144 1,192 2,336 2 1 3 15 15 30 0 0 0 17 16 33 15 15 30 13 9 22 13 11 24 1,142 1,193 2,335

28 井尻第二 1,218 1,436 2,654 0 3 3 12 12 24 0 0 0 12 15 27 40 36 76 7 13 20 14 8 22 1,253 1,452 2,705

29 曰佐 2,967 3,238 6,205 10 12 22 21 16 37 0 0 0 31 28 59 18 29 47 18 11 29 18 20 38 2,954 3,248 6,202

30 大池 1,760 2,060 3,820 5 4 9 11 8 19 0 0 0 16 12 28 9 5 14 14 19 33 7 9 16 1,746 2,043 3,789

31 寺塚 1,972 2,399 4,371 7 6 13 8 13 21 0 0 0 15 19 34 17 24 41 3 7 10 17 18 35 1,988 2,415 4,403

32 東高宮 4,033 5,346 9,379 7 7 14 30 22 52 0 0 0 37 29 66 25 37 62 30 40 70 32 26 58 4,023 5,340 9,363

33 横手 3,335 3,710 7,045 9 5 14 21 21 42 0 0 0 30 26 56 9 27 36 21 23 44 22 31 53 3,315 3,719 7,034

34 鶴田 2,774 3,095 5,869 5 10 15 5 12 17 0 0 0 10 22 32 11 11 22 7 5 12 12 10 22 2,780 3,089 5,869

35 老司 3,300 3,760 7,060 7 15 22 15 14 29 0 0 0 22 29 51 6 15 21 11 10 21 17 14 31 3,290 3,750 7,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 16

36 弥永 2,261 2,719 4,980 17 13 30 11 9 20 0 0 0 28 22 50 13 21 34 6 7 13 12 10 22 2,252 2,721 4,973

37 弥永西 3,394 3,702 7,096 11 11 22 22 21 43 0 0 0 33 32 65 15 15 30 16 14 30 13 23 36 3,373 3,694 7,067

 計 101,218 119,607 220,825 201 233 434 474 440 914 0 2 2 675 675 1,350 620 732 1,352 608 698 1,306 686 632 1,318 101,241 119,598 220,839 0 2 2 0 2 2 0 0 0 59 111 170

※老司を指定在外選挙投票区に指定
　（法30条の３②）

 (福岡県第５区の選挙区に属する区域)

※玉川第二を指定在外選挙投票区に指定
　（法30条の３②）

 (福岡県第２区の選挙区に属する区域)

新規登録者数 移転登録者数 抹消者数 登 録 者 数
登　録　者　数 死亡 転出

在外選挙人名簿に
登録移転

抹消者計 登録 抹消 登　録　者　数

選挙人名簿登録者数調
令和7年12月1日 抹　 　消 移　　替

新規登録者数

令和8年1月26日 在 外 選 挙 人　登 録 者 数
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議案第15号 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所の指定及び設

置期間について 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における

南区の期日前投票所及びその設置期間を次のように指定し、告示する。 

令和８年１月26日 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長  濵 田  一 雄 

期 日 前 投 票 所 設 置 期 間 

福岡市南区塩原三丁目25番１号 

  福岡市南区役所２階大会議室 

令和８年１月28日から 

令和８年２月７日まで 

福岡市南区野多目五丁目31番１号 

  福翔高等学校セミナーハウス１階研修室 

  令和８年１月31日及び 

  令和８年２月１日 

福岡市博多区那珂六丁目23番１号 

  ららぽーと福岡２階フラワーパークエントランス前 

  令和８年１月31日及び 

  令和８年２月１日 

福岡市中央区天神一丁目８番１号 

福岡市役所１階市民ロビー 

令和８年１月31日から 

令和８年２月７日まで 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第48条の２第６項による読替後の第39条の規定による。 

・告示  公職選挙法第48条の２第６項による読替後の第41条の規定による。 
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議案第16号 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査において在外選挙人名簿に登録され

た者が投票を行う期日前投票所の指定について 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査において、

南区の在外選挙人名簿に登録された者が投票を行う期日前投票所を次のように指定し、告示

する。 

令和８年１月26日 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長   濵 田  一 雄 

福岡市南区区塩原三丁目25番１号 

  福岡市南区役所２階大会議室 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第49条の２第４項による読替後の第48条の２第１項及び国民審査法第

26条の規定による。 

・告示  公職選挙法施行令第65条の13第４項の規定による。 
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議案第17号 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票所の指定について 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における

南区の各投票区の投票所を次のように指定し、告示する。 

令和８年１月26日 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長  濵 田  一 雄 

別紙のとおり 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第39条及び最高裁判所裁判官国民審査法第13条の規定による。 

・告示  公職選挙法第41条第１項の規定による。 
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令和８年２月８日執行予定

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

番号 投票区 住　　所

1 大 楠 西 大楠小学校 講堂兼体育館 福岡市南区大楠三丁目10番１号

2 大 楠 東 大楠公民館 福岡市南区大楠一丁目22番13号

3 西 高 宮 西高宮公民館 福岡市南区平和一丁目７番16号

4 長  丘 長丘中学校 講堂兼体育館 福岡市南区長丘二丁目26番１号

5 長　　住 長住小放課後児童クラブ室 福岡市南区長住四丁目５番39号

6 西 長 住 西長住小学校 講堂兼体育館 福岡市南区西長住一丁目９番20号

7 西 花 畑 西花畑小学校 講堂兼体育館 福岡市南区桧原二丁目20番１号

8 皿　　山 西花畑公民館 福岡市南区花畑四丁目６番８号

9 花畑第一 花畑小学校 講堂兼体育館 福岡市南区花畑三丁目34番１号

10 花畑第二 みどりがおか幼稚園 福岡市南区中尾一丁目32番32号

11 柏　　原 柏原小学校 講堂兼体育館 福岡市南区柏原五丁目21番１号

12 東 花 畑 東花畑小学校 講堂兼体育館 福岡市南区屋形原二丁目23番１号

13 野多目 野多目公民館 福岡市南区野多目二丁目８番12号

14 三宅第一 三宅公民館 福岡市南区三宅二丁目25番42号

15 三宅第二 三宅中学校 講堂兼体育館 福岡市南区大橋三丁目18番１号

16 筑紫丘第一 筑紫丘小学校 講堂兼体育館 福岡市南区南大橋一丁目13番１号

17 筑紫丘第二 若久特別支援学校 講堂兼体育館 福岡市南区若久二丁目３番13号

18 東 若 久 東若久小学校 講堂兼体育館 福岡市南区若久三丁目37番１号

19 若久 若久小学校 講堂兼体育館 福岡市南区若久一丁目12番１号

20 玉川第一 玉川公民館 福岡市南区向野一丁目３番23号

21 玉川第二 南区役所 １階ロビー 福岡市南区塩原三丁目25番１号

22 玉川第三 春吉中学校 武道場 福岡市南区清水四丁目21番50号

23 塩  原 塩原公民館 福岡市南区塩原一丁目27番２号

24 宮竹第一 宮竹小学校 講堂兼体育館 福岡市南区井尻一丁目１番１号

25 宮竹第二 井尻三丁目南会館 福岡市南区井尻三丁目29番

26 高　　木 高木小学校 講堂兼体育館 福岡市南区高木三丁目11番１号

27 井尻第一 井尻会館 福岡市南区井尻五丁目18番１号

28 井尻第二 井尻四丁目会館 福岡市南区井尻四丁目30番7号

29 曰　　佐 曰佐公民館 福岡市南区的場二丁目17番６号

30 大　　池 大池小学校 講堂兼体育館 福岡市南区多賀二丁目８番１号

31 寺　　塚 大池公民館 福岡市南区寺塚二丁目９番11号

32 東 高 宮 男女共同参画推進センター ロビー 福岡市南区高宮三丁目３番１号

33 横　　手 横手公民館 福岡市南区横手四丁目24番９号

34 鶴　　田 鶴田小学校 講堂兼体育館 福岡市南区鶴田三丁目７番１号

35 老　　司 老司小学校 講堂兼体育館 福岡市南区老司三丁目２番１号

36 弥　　永 弥永公民館 福岡市南区弥永団地30番１号

37 弥 永 西 弥永西小学校 講堂兼体育館 福岡市南区弥永二丁目10番１号

投票所一覧　

投　票　所
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議案第18号 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所を開く時刻及

び閉じる時刻の変更について 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における

期日前投票所を開く時刻及び閉じる時刻を次のように変更し、告示する。 

令和８年１月26日 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長  濵 田  一 雄 

１ 開く時刻及び閉じる時刻の変更を行う期日前投票所並びに当該時刻 

期 日 前 投 票 所 開く時刻 閉じる時刻 

福翔高等学校セミナーハウス１階研修室 午前10時 午後６時 

ららぽーと福岡２階フラワーパークエン

トランス前
午前10時 午後７時 

福岡市役所１階市民ロビー 午前10時 午後７時 

２ 変更理由 

    福翔高等学校セミナーハウス１階研修室、ららぽーと福岡２階フラワーパークエントラ

ンス前及び福岡市役所１階市民ロビーについては、増設設置するものであり、南区役所に設

置した期日前投票所において変更を行わずに設置しているため、選挙人の利便向上に最も効

果が見込まれる時間帯に設置するもの 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第48条の２第６項による読替後の第40条第１項の規定による。 

・告示  公職選挙法第48条の２第６項による読替後の第40条第２項の規定による。 
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議案第19号 

 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票の場所及び日時につい

て 

 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における

南区第１開票区及び南区第２開票区の開票の場所及び日時を次のように定め、告示する。 

 

令和８年１月26日 

 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長  濵 田  一 雄 

 

開 票 区 当該開票区の区域 場 所 日 時 

 

 

南区第１開票区 

南区の区域のうち公

職選挙法別表第１に

規定する福岡県第２

区の選挙区に属する

区域 
福岡市南区塩原二丁

目８番１号 

 福岡市立南体育館 

令和８年２月８日 

 午後９時15分か

ら 
 

 

南区第２開票区 

南区の区域のうち公

職選挙法別表第１に

規定する福岡県第５

区の選挙区に属する

区域 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第63条及び最高裁判所裁判官国民審査法第20条の規定による。 

・告示  公職選挙法第64条の規定による。 
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議案第20号 

 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票立会人を定めるくじを

行う場所及び日時について 

 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査につき、南

区第１開票区及び南区第２開票区において開票立会人を定めるくじを行う場合のくじを行

う場所及び日時を次のように定め、告示する。 

 

令和８年１月26日 

 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長  濵 田  一 雄 

 

１ 場所 福岡市南区塩原三丁目25番１号 

      福岡市南区選挙管理委員会事務局  

２ 日時 令和８年２月５日 午後６時から 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決及び告示  公職選挙法第62条第６項及び最高裁判所裁判官国民審査法第19条第２項

の規定による。 
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議案第21号 

 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票立会人を定めるくじの

方法について 

 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査につき、南

区第１開票区及び南区第２開票区において開票立会人を定めるくじを行う場合のくじの方

法を次のように定める。 

 

令和８年１月26日 

 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長  濵 田  一 雄 

 

１ 開票立会人となるべき者として届出があった者が10人を超える場合 

⑴ くじはくじ棒により行う。 

⑵ 開票立会人となるべき者の届出順位をその者の固有番号とする。 

⑶ くじは開票立会人となるべき者の固有番号と同じ数値を記載したくじ棒をくじ箱に入

れ、くじ箱から10本のくじ棒を取り出し、そのくじ棒に記載された数値に符合する固有

番号の者を開票立会人の予定者（以下「予定者」という。）とする。 

⑷ 予定者の中に同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人以

上ないときは、当該予定者をそのまま開票立会人とする。 

⑸ 予定者の中に同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人以

上あるときは、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる予定者ごと

に次の要領でくじを行う。 

ア 予定者の固有番号と同じ数値を記載したくじ棒をくじ箱に入れる。 

イ くじ箱から２本のくじ棒を取り出し、そのくじ棒に記載された数値に符合する固有

番号の予定者を開票立会人とする。 

２ 開票立会人となるべき者として届出があった者が10人を超えない場合 

開票立会人となるべき者として届出があった者の中に同一の政党その他の政治団体に

属する候補者の届出にかかる者が３人以上あるときは、前記１⑸に準じてくじを行う。 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第62条第２項及び第４項並びに最高裁判所裁判官国民審査法第19条第

２項の規定による。 
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議案第22号 

 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所の投票管理者

及びその職務代理者の選任について 

 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における

南区の期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者を次のように選任し、告示する。 

 

令和８年１月26日 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長  濵 田  一 雄 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第37条第２項及び第３項並びに同法施行令第24条第１項及び第３項並

びに最高裁判所裁判官国民審査法第12条第１項並びに同法施行令第４条の規定に

よる。 

・告示  公職選挙法施行令第25条の規定による。 
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議案第23号 

 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票管理者及びその職務代

理者の選任について 

 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における

南区の各投票区の投票管理者及びその職務代理者を次のように選任し、告示する。 

 

令和８年１月26日 

 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長  濵 田  一 雄 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第37条第２項及び第３項及び同法施行令第24条第１項及び第３項及び

最高裁判所裁判官国民審査法第12条第１項及び同法施行令第４条の規定による。 

・告示  公職選挙法施行令第25条の規定による。 
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議案第24号 

 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票管理者及びその職務代

理者の選任について 

 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における

南区第１開票区及び南区第２開票区の開票管理者及びその職務代理者を次のように選任し、

告示する。 

 

令和８年１月26日 

 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長  濵 田  一 雄 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第61条第２項及び第３項並びに同法施行令第67条第１項及び第７項並

びに最高裁判所裁判官国民審査法第19条第１項及び同法施行令第８条の規定によ

る。 

・告示  公職選挙法施行令第68条の規定による。 
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議案第25号 

 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所の投票立会人

の選任について 

 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における

南区の期日前投票所の投票立会人を次のように選任する。 

 

令和８年１月26日  

 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長  濵 田  一 雄 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第48条の２第５項による読替後の第38条第１項及び最高裁判所裁判官

国民審査法第12条第２項の規定による。 
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議案第26号 

 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票立会人の選任について 

 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における

南区の各投票区の投票立会人を次のように選任する。 

 

令和８年１月26日 

 

福岡市南区選挙管理委員会 

委員長  濵 田  一 雄 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第38条第１項及び最高裁判所裁判官国民審査法第12条第２項の規定に

よる。 
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